
議第１４７号関係 

 

岐阜アリーナに係る指定管理者の指定について 

観光文化スポーツ部地域スポーツ課 

 

１ 趣旨 

「岐阜アリーナ」の現指定管理者の指定期間が令和８年３月３１日をもって満了するた

め、令和８年４月１日からの５年間を期間とする指定管理者の指定を行うもの。 
 
２ 対象施設 

・施 設 名 岐阜アリーナ（ＯＫＢぎふ清流アリーナ） 
・所 在 地 岐阜市薮田南２丁目１番１号 
・設置目 的 県民のスポーツ、レクリエーションその他の行事及び集会の用に供するこ

と。 
 
３ 指定管理者となる団体 

・団 体 名 岐阜アリーナ運営共同体 
構成員 ドルフィン株式会社（代表団体） 

株式会社河合楽器製作所 
・指定期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） 

 

[現在の指定管理者] 

・団 体 名 岐阜アリーナ運営共同体 
・指定期 間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで（５年間） 

 
【参考】選定の経緯 

令和７年７月１１日 

～８月２６日 公募 

応募団体：岐阜アリーナ運営共同体（１団体）  

１０月２０日 岐阜県指定管理者制度等運用委員会 

・審査の結果、岐阜アリーナ運営共同体を優先交渉権者に選定 


